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第１ はじめに 

１ 京都府いじめ調査委員会（以下，「当委員会」という。）は，京都府附属

機関設置条例（昭和２８年府条例第４号）に基づき設置された知事の附属機

関で，いじめ防止対策推進法（以下，単に「法」という。）第３０条第２項

の規定による調査（法第２８条第１項の規定による調査の結果の調査，以下，

「再調査」という。）等を管掌している委員会である。  

２ 本報告書では，平成２９年１０月１６日に京都府立■■■■学校（以下，

「本件学校」という。）において発生した事象（以下，「本件事案」という。）

が，①法第２条第１項所定の「いじめ」に該当するかどうかと，②本件行為

が「いじめ」に該当するとした場合に法第２８条第１項所定の「重大事態」

に該当するかどうかに関する当委員会の再調査の結果を示し，最後に，③当

委員会の本件事案に関する評価と提言を示すこととする。  

 

第２ 本件事案の概要 

１ 対象生徒について 

生徒Ａ：当時，本件■■■■■１年生女子 

生徒Ｂ：当時，本件■■■■■３年生女子 

生徒Ｃ：当時，本件■■■■■２年生女子 

２ 発生した事象について  

平成２９年１０月１６日の昼休み，生徒Ｂが本件■■■■■■■教室に入

室し，同教室内にいた生徒Ａの右腕を掴み同教室外の廊下へ連れ出した（以

下，「本件行為」という。）。なお，生徒Ｂが生徒Ａを連れ出した先の廊下

には，生徒Ｃがいた。 

 

第３ 用語の整理 

当委員会を含め，本件事案の調査に関しては，これまで，法に基づき設置

された３つの委員会が関与しているため，本報告書においては，次のとおり

用語を整理する。 

１ 「校内いじめ対策委員会」  
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本件学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うことを目的

として法第２２条に基づいて設けられている組織で，本件学校の校長・副校

長を含む１０名の教職員と心理に関する専門的な知識を有する者としてスク

ールカウンセラーである臨床心理士によって構成された委員会である。 

２ 「学校調査委員会」 

正式名称は，「京都府立■■■■学校いじめ問題調査委員会」であるが，

本報告書では上記の表現とする。  

学校調査委員会は，法第２８条第１項に基づいて本件学校内に設置された

第三者調査組織であり，令和元年７月１２日，本件学校の校長から委嘱を受

けて本件事案の調査を開始し，令和２年１月１０日，調査報告書を作成し，

その調査結果を報告した。  

学校調査委員会による調査結果の内容は，後述する。 

３ 「当委員会」  

本報告書の作成主体である。  

当委員会の委員及び本件事案の再調査に当たって選任された臨時委員の構

成は，以下のとおりである。  

氏  名 現 職 備 考 

片山 紀子 京都教育大学大学院教授  令和 2 年 9 月 29 日付け新任  

小松  琢 弁護士（弁護士法人こまつ総合法律事務所）  

菅 佐和子 臨床心理士（京都大学名誉教授）   

内藤みちよ 臨床心理士・精神保健福祉士・公認心理師  令和 2 年 9 月 29 日付け新任 

原  清治 佛教大学副学長  委員長  

野澤  健 弁護士（洛新法律事務所）  臨時委員 

宮光 宗司 弁護士（洛友法律事務所）  臨時委員 

※五十音順。現職欄の記載は，本報告書提出時点のものである。  

※伊藤悦子委員（京都教育大学教授）及び友久久雄委員（精神科医〔龍谷

大学・京都教育大学名誉教授〕）は，任期満了により令和２年９月２８

日付けで当委員会委員を退任した。  
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第４ 学校調査委員会による調査結果の概要 

   学校調査委員会による調査結果の概要は，以下のとおりである。  

１ 「いじめ」の認定について  

本件行為は，生徒Ｂが生徒Ａの腕を持ち一緒に歩くというものであり，生

徒Ａが生徒Ｂに対して拒否したり，抵抗したり，嫌がったりしていた事実は

認められない。また，本件行為の後，当日の生徒Ａの表情及び行動には特段

の変化もなかった。  

よって，■■■■■■■■■■■■■■■，学校内の同性の生徒の間では

日常的にありふれた行為であり，客観的外形的に人権侵害のおそれを内包す

る「いじめ」に該当する行為ということは困難である。  

２ 本件学校及び京都府教育委員会■■■■■■課の対応について  

本件学校及び京都府教育委員会■■■■■■課の対応に関する学校調査委

員会の調査結果については，当委員会も概ね同意見であるため，本報告書第

９において詳述する。 

 

第５ 生徒Ａ及び生徒Ａ保護者が再調査を希望する理由 

生徒Ａ及び生徒Ａ保護者が再調査を希望する理由の概要は，以下のとおり

である。 

１ 本件行為の評価が不合理であること  

本件行為は，生徒Ａが教室で楽しく遊んでいるときに，生徒Ｂが突然入室

してきて，教諭が「ちょっと待って」と言ったにもかかわらず，生徒Ａの手

を引っ張り廊下に連れ出すものであって，日常的にありふれた行為とはいえ

ない。 

２ 生徒Ａの聴き取りが行われていないこと  

学校調査委員会による調査報告書では，本件行為について，生徒Ａが拒否

したり嫌がったりした事実は認められず，本件行為当日の生徒Ａの表情及び

行動に変化はなかった，とされているが，生徒Ａに直接確認もせずにこのよ

うに認定することは正当でない。  

また，生徒Ａが一人で聴き取りを受けることには不安があったため，手紙
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のやり取りであったら調査に応じると生徒Ａ保護者が学校調査委員会に伝え

ていたにもかかわらず，結局これが放置された。  

３ 本件学校及び京都府教育委員会■■■■■■課の対応が不誠実であること  

⑴ 本件行為に関する本件学校の説明は，例えば，情報開示請求により取得

した資料によると現場の教室内には教諭が一人しかいなかったことになっ

ているが，学校調査委員会による調査報告書では，本件学校の言い分を鵜

呑みにして現場の教室内には教諭が二人いたことになっているなど，説明

内容がその都度変遷していて信用できない。  

⑵ 本件学校及び京都府教育委員会■■■■■■課に対しては，当初から繰

り返し，いじめ重大事態として取り扱ってもらいたい旨を伝えていた。し

かしながら，学校調査委員会が立ち上がったのは本件行為から約１年９か

月後である。被害者の立場に寄り添ってもらえなかったことに憤りを感じ，

また，いじめ重大事態の調査に関するガイドラインにも反している。  

 

第６ 当委員会による再調査の概要 

１ 当委員会による再調査の経過は，下記のとおりである。  

記 

   令和２年 ８月２０日 当委員会開催（第１回） 

        ９月 ８日 当委員会開催（第２回） 

       １０月１３日 当委員会開催（第３回） 

              生徒Ａ及び生徒Ａ保護者の聴き取り 

       １１月１０日 当委員会開催（第４回） 

       １２月 ８日 当委員会開催（第５回） 

   令和３年 １月１２日 当委員会開催（第６回） 

        ３月 ９日 当委員会開催（第７回）  

２ 以下では，本件事案に関して，①当委員会において認定した事実関係を最

初に示し，この事実関係を前提として，②本件行為が「いじめ」に該当する

かどうかと，③本件行為が「いじめ」に該当するとした場合に「重大事態」

に該当するかどうかに関する当委員会の判断を行い，最後に，④当委員会の
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本件事案に関する評価と提言を示すこととする。 

 

第７ 当委員会が本件事案に関して認定した事実関係 

１ 本件行為について 

⑴ 平成２９年１０月１６日の昼休みに，生徒Ａは，本件■■■■■■■教

室において，他の生徒ら複数名とともに，音楽を聞きながら歌を歌うなど

していた。 

⑵ 同日午後０時４５分頃，生徒Ｂが同教室に入室し，同教室内で立ってい

た生徒Ａに対し，「○○ちゃん（生徒Ａの名前）」と声を掛け，生徒Ａの

右手首を持って生徒Ａを廊下に連れ出した。  

⑶ 生徒Ａは，本件行為の翌日である同月１７日，本件学校を欠席し，整形

外科医院を受診（関節等の捻挫、挫傷、5 日間の安静加療を要すとの診断

書あり）した。また，生徒Ａは，同月１８日から本件学校に登校した。 

生徒Ａは，同月１９日に本件学校の保健室を訪ね，右手首の湿布をはり

替えてもらった。また，同月２４日にも本件学校の保健室を訪ねて痛みを

訴え，右手首に湿布を処置してもらった。  

⑷ この当時の状況について，当委員会が生徒Ａに聴き取り調査を実施した

ところ，生徒Ｂが教室内に突然入って来たときの気持ちについて，生徒Ａ

は「びっくりした」と答え，何をされたのかという質問に対しては，生徒

Ａは「無理やり引っ張られた」と答えた。  

また，体のどこを掴まれたのかという質問に対しては，生徒Ａは「手首」

と答え，掴まれたときはどのような気持ちになったのかという質問に対し

て，生徒Ａは「痛かった」と答えた。  

さらに，生徒Ｂのことを今思い出すとどのような気持ちになるのかとい

う質問に対しては，生徒Ａは「つらい気持ち」と答え，本件学校の教諭に

対する気持ちについては「うそつきと思っている」と答えた。  

２ 本件学校の対応について  

⑴ 生徒Ａ保護者は，平成２９年１０月１６日，帰宅した生徒Ａから本件行

為についての説明を受けた。生徒Ａ保護者はすぐに，本件学校に電話をか
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けたが，連絡が繋がらなかったため，京都府教育委員会■■■■■■課に

電話をかけ，本件学校に連絡をしてもらいたい旨述べた。  

本件学校が生徒Ａ保護者へ連絡をしたところ，生徒Ａ保護者は生徒Ｂ保

護者を呼ぶことを求めたのに対して，本件学校の副校長は「保護者を呼ん

で話合いの場を設定するのは難しいですね」などと答えた。  

このやり取りを受けて，生徒Ａ保護者は，警察に対して電話をかけ，本

件行為についての相談をした。  

⑵ この相談を受けた警察は，同月１７日，生徒Ａ宅を訪れた。生徒Ａ保護

者は，本件行為の説明をして警察に被害届を提出した。  

本件学校の副校長等３名は，同日，生徒Ａ宅を訪れ，生徒Ａ保護者に対

し本件行為の説明をした。 

⑶ 本件学校は，警察からの助言を受けて，同年１１月３日，生徒Ａ保護者

と生徒Ｂ保護者が会う場を学校で設け，その際に本件学校は，本件行為に

ついて改めて生徒Ａ保護者に説明をしたところ，生徒Ａ保護者は，「それ

だけなら電話でもいい」などと述べ，本件学校の対応の遅さに苦言を呈し

た。 

⑷ 本件学校は，同月７日，校内いじめ対策委員会の平成２９年度第１回委

員会を開催した。その際，本件行為に関して，生徒Ａ保護者が被害届を出

したため，その決着については司法の決定に委ねることが学校としての中

立性を維持することになる，などといった方針が確認された。 

⑸ 本件学校は，平成３０年２月１３日，校内いじめ対策委員会の平成２９

年度第２回委員会を開催した。その際も，平成２９年１１月７日に開催さ

れた第１回委員会で確認された方針（生徒Ａ保護者が被害届を出したため，

その決着については司法の決定に委ねることが学校としての中立性を維持

することになる）が再度確認された。  

３ 京都府教育委員会の対応について  

⑴ 京都府教育委員会■■■■■■課は，平成２９年１０月１６日，生徒Ａ

保護者から電話があり，本件学校に連絡を取ってもらいたい旨を伝えられ

たため，本件学校に連絡をした。  
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⑵ 同課は，同年１１月７日から平成３０年２月までの間，生徒Ａ保護者か

らの問い合わせに対し，「学校はいじめとして対応しています」，などと

回答した。 

  また，生徒Ａ保護者は，同月頃，同課に対し，第三者によるいじめ調査

を求める旨の意向を示したが，同課はこれに対し，「第三者による調査を

検討します」，「時間が掛かります」などと回答した。  

⑶ 生徒Ａ保護者は，同年３月，京都府教育委員会に対し，本件行為に関す

る報告書等の情報開示請求を行うとともに，平成３１年１月までの間に，

改めて第三者によるいじめ調査の依頼を京都府教育委員会■■■■■■課

に対して行ったが，同課は，いじめに関して具体的に何の調査をしてほし

いのか内容を言ってもらいたいなどと生徒Ａ保護者に回答した。  

⑷ 同課は，同年１月，生徒Ａ保護者に対し，具体的な調査内容を書面で提

出することを求め，同年２月２７日，生徒Ａ保護者に書式を示した文書を

郵送した。 

生徒Ａ保護者は，同年３月２２日，求める調査内容を記載した「重大事

態の内容」と題する書面を同課に提出した。  

⑸ 京都府教育委員会は，令和元年５月２２日，京都府教育委員会の附属機

関である京都府いじめ防止対策推進委員会に対して，生徒Ａ保護者から提

出されたいじめ重大事態に係る調査依頼と調査内容を報告して，学校内組

織として学校調査委員会が法第２８条第１項に基づいて設置されることに

なり，同年７月１２日に学校調査委員会による第１回委員会が開催された。 

 

第８ 当委員会の本件行為に関する判断 

１ 本件行為の「いじめ」該当性について 

⑴ 前提 

当委員会は，法第２条第１項の定義に従い，本件行為が「児童等に対し

て，当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的

関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（イン

ターネットを通じて行われるものを含む。）であって，当該行為の対象と
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なった児童等が心身の苦痛を感じているもの」に該当するか否かの検討を

行った。 

⑵ 判断 

ア 本件行為は，当時■■■３年生の女子生徒である生徒Ｂが，当時■■

■■１年生の生徒Ａの右手首を持ち，教室内から廊下に連れ出すという

行為であるところ，本件行為が一定程度生徒Ａに心理的・物理的影響を

与えることは否定できない。  

また，生徒Ａは，生徒Ｂが突然入室してきたことにびっくりし，本件

行為により生徒Ａは痛みを感じ，今でも生徒Ｂのことを思い出すとつら

い気持ちになるとのことである。 

そうすると，本件行為によって生徒Ａは心身に苦痛を感じていたとい

える。 

イ 以上の次第で，本件行為は法第２条第１項に定める「いじめ」に該当

する。 

２ 本件行為の「重大事態」該当性について 

⑴ 前提 

当委員会は次に，本件行為が「重大事態」，すなわち，「いじめにより

当該学校に在籍する児童等の生命，心身又は財産に重大な被害が生じた疑

いがあると認めるとき」，あるいは，「いじめにより当該学校に在籍する

児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある

と認めるとき」（法第２８条第１項第１号及び同項第２号）に該当するか

否かの検討を行った。 

⑵ 判断 

ア 上記のとおり，本件行為は法第２条第１項に定める「いじめ」に該当

し，生徒Ａの心身に苦痛・負担が生じたことは理解できるものの，生徒

Ａが実際に病院に通院したのは一度に留まる上，保健室での対処も湿布

のはり替えのみであった。また，生徒Ａは，本件行為の翌日である平成

２９年１０月１７日は本件学校を欠席しているが，その翌日である同月

１８日には通学を再開している。  
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イ 当委員会の聴取調査の場において，生徒Ａ保護者は，生徒Ａが本件学

校を卒業し，■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■，生徒Ｃと一

緒になることがあった，生徒Ａはひどく怖がり，未だ当時のフラッシュ

バックが残っていると述べる（なお，生徒Ａに対する事後的なケアが不

十分であったことは後述する。）。 

生徒Ａが未だ生徒Ｂ及び生徒Ｃに対し恐怖心を抱いていることは誠に

痛ましいことであるが，他方で本件行為により怪我をしたとの診断書は

あるものの，生徒Ａに後遺障害が残存しているといった所見はなく，ま

た，生徒Ａに希死念慮も認められない上，実際に自傷行為等に及ぶなど

して生徒Ａの生命又は身体に重大な影響が生じたという事実も見受けら

れない。 

ウ そうすると，本件行為により，生徒Ａの「生命，心身又は財産に重大

な被害が生じた疑いがある」と認めることはできないし，また，「いじ

めにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを

余儀なくされている疑いがある」と認めることもできない。  

エ 以上の次第で，本件行為は法第２８条第１項第１号及び同項第２号に

定める「重大事態」に該当するとまではいうことはできないというのが，

当委員会の結論である。 

オ もっとも，本件行為が直接的に「重大事態」とまではいえないとして

も，本件行為（平成２９年１０月１６日）から第１回学校調査委員会の

開催（令和元年７月１２日）までに約１年９か月もの期間が経過してお

り，どのような事情があったにせよ，より早期に調査の着手が可能であ

ったと推察され，法第２８条第１項が「速やかに…組織を設け，…事実

関係を明確にするための調査を行うものとする。」と定めている趣旨に

もとり，調査を求めていた生徒Ａ及び生徒Ａ保護者にとっては，本件学

校及び京都府教育委員会によって放置されているとの認識をもったとし

てもやむを得ないといえる。  

また，たとえ結論として重大事態ではなかったとしても，さらにいえ

ば事後的に「いじめ」と認定するかどうかにかかわらず，漫然と事態を
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放置することは，ケアを必要とする被害生徒を放置することでもあり，

二次的被害を生じさせる危険性がある。かかる対応は，事態をさらに深

刻化させ，重大事態の発生にも繋がりかねない上，当事者の学校や行政

に対する不信感を増幅させ，事態の解決を一層困難にするものであり，

不適切であったといわざるを得ない。 

そこで，以下，本件学校及び京都府教育委員会（特に本件では，主に

生徒Ａ保護者の問い合わせ等に対応をしたと推察される京都府教育委員

会■■■■■■課■■■■係）の対応について当委員会の評価を記し，

今後同様の事態が生じないよう，当委員会からの提言を行う。 

 

第９ 当委員会の本件事案に関する評価と提言 

１ 本件学校の対応についての評価と提言 

⑴ 本件学校の対応についての評価 

ア 本件当日の対応について 

上記第７の２に記載したとおり，本件行為当日，本件学校（具体的に

は副校長及び担任教諭）は生徒Ａ保護者に電話をかけている。その際，

生徒Ｂ保護者を呼んで謝罪の場を設定するようにとの生徒Ａ保護者から

の要請を本件学校が断ったことで，結果的には，生徒Ａ保護者が生徒Ｂ

保護者に直接連絡し，あるいは警察に被害届を出すなどの事態に至った。 

このような問題の初期対応の判断には困難が伴うところではあるが，

学校調査委員会による調査報告書でも指摘されているとおり，本件学校

（特に管理職である副校長）としては，生徒Ａ保護者に対し，拒絶的な

対応に終始するのではなく，まずは事実関係の調査を行う必要があるこ

とを丁寧に説明し，生徒Ａ保護者の理解，協力が得られるように対応を

すべきであった。  

また，このような場面で保護者の理解を得るためには，これも学校調

査委員会による調査報告書が指摘しているとおり，生徒や保護者に対し，

日頃から様々な機会を通じて「いじめ」に対する学校の考え方や方針を

伝え，このような問題に対する学校への信頼を形成しておく必要がある。 
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イ 本件当日以降の対応について 

本件学校は，遅くとも平成２９年１０月２４日には生徒Ａ保護者が，

本件行為が「いじめ」である旨を指摘していることを認識し，同年１１

月７日には第１回目の校内いじめ対策委員会を開催している。この委員

会には，スクールカウンセラーも予定を約１か月早めて来校し，出席し

たようである。  

しかるに，校内いじめ対策委員会をこの時機に本件学校内部で開催し

たこと自体は一定の評価ができるものの，その場においては，「司法に

訴えられたことで，その決着については司法の決定の委ねることが学校

としての中立性や公平性を維持することになる」などといった方針が確

認されて，これに対して参加者内から異議が出た様子もなく，本件行為

当時の校長，副校長及び総括主事といった管理職も同意見であったこと

が確認できる。また，校長は，学校調査委員会における聴き取りに対し

ては，「いじめとの言葉が頭をよぎらなかった」と述べており，本件学

校が，本件行為を「いじめ」と捉え，真摯に向き合っていたのかには疑

問が残る。 

そもそも，生徒Ａ保護者が被害届を提出したとしても，それによって

警察等による事案の解明が必ずしも期待できるものでもないし，まして

や「いじめ」に該当するか否かの判断が警察によってなされるものでは

ない。 

当然のことながら，「いじめ」の問題については，学校が主体性を持

って調査を行い，対応方針を決定すべき事柄であって，警察による捜査

や司法手続が進んでいたとしても，そのことは学校が調査を行わないこ

とを許容する事情とならない。 

校内いじめ対策委員会での議論が上記のような内容に終始したことか

らすれば，会議の主催者である校長をはじめ，副校長ら管理職に「いじ

め」に対する基本的な理解が不足していたとの批判を免れない。  

⑵ 本件学校への提言 

上記⑴記載のとおり，本件学校による対応には不適切な点があったこと
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を厳しく指摘しなければならない。 

とりわけ当委員会が実施した聴取調査の場において，生徒Ａが，本件学

校の教諭に対する気持ちについて，「うそつきと思っている」と答えてい

るが，このような発言が生徒Ａからなされること自体が，生徒Ａと本件学

校との間の信頼関係が崩壊してしまっていることの証左というしかない。 

そして，このような事態に陥る前に，本件学校としては「いじめ」の問

題について適切に対処しなければならないことはいうまでもないことか

ら，以下，当委員会から本件学校への個別の提言を行う。 

ア 学校内部における「いじめ」問題に対する取組みの整備  

本件学校が不適切な対応をするに至った原因を，個々の教諭のいじめ

問題に対する理解の不足と捉えることも可能であるが，本質的には，「い

じめ」の問題に対しての本件学校における平素の取組みが不十分であっ

たということが指摘できる。  

以下では，学校内部における「いじめ」問題に対する取組方法を提言    

する。 

(ｱ) 研修の強化 

そもそもの前提として，校長を含む管理職及び各教諭らの「いじめ」

に対する認識を深めること，つまり「いじめ」問題に対する研修が重

要である。  

本件学校では，平成２９年度及び平成３０年度において，①校内研

修として，外部講師を招いての一般的な人権問題や，副校長を講師と

する研修のほか，②京都府総合教育センターの研修が実施され，その

中には平成３０年度にはいじめ・不登校問題に関する研修（３名受講）

が実施されたようであるが，「いじめ」問題に特化した研修が実施さ

れ，その成果が校内で共有された様子はない。  

本件学校においては，「いじめ」の基本的な問題，ケーススタディ

ー，対策会議のあり方や外部専門家の重要性などを学ぶ機会は乏しか

ったものと推察され，このような実情は，本件学校に限ったものでは

ないであろうと解されるところであるが，今後，改善が望まれる。  
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(ｲ) 各自の役割分担の定め 

「いじめ」問題が発生した場合，例えば次のようなことを行う必要

が生じる。  

①被害者とされる生徒及びその保護者の対応  

②加害者とされる生徒及びその保護者の対応  

③いじめ対策委員会の開催  

④教育委員会やスクールカウンセラー等外部組織への報告・相談 

⑤上記①ないし④につき，記録の作成・保存  

これらを誰が行うのか，その際，管理職はどのように関わるのか等，

まずは各自の役割を明確にして初動に備えることも「いじめ」問題に

対応する方法として有益である。  

さらにいえば，組織として「いじめ」問題にはどのように対応する

のか（例えば，保護者から「いつ生徒の聴き取りを行うのか」と尋ね

られた際には，「遅くとも●月中には対応します」など時期を特定し

て説明をするなど），管理職が主導して詳細に対応方法を検討し，各

教諭に共有することが有益である。  

(ｳ) いじめ対策委員会における議論の充実 

「いじめ」問題が発生した場合，学校内におけるいじめ対策委員会

での議論が充実すれば，問題解決も促進される関係にあるといえる。  

同委員会での議論を充実させるためには，管理職のみならず各教諭

が会議の場で積極的かつ自主的に意見を述べる必要があり，そのため

には，いわば風通しの良い環境づくりをすることも重要である。この

点については，本件学校の校長ら管理職による配慮が必要である。  

イ 外部専門家との連携  

(ｱ) スクールカウンセラーの活用  

さらには，早い段階から生徒及び教諭共にスクールカウンセラーに

事案の相談ができるという体制，習慣が十分に確立されていないこと

も指摘できる。  

本件においても，教諭が生徒Ａに対し，スクールカウンセラー制度
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を利用することを勧めていれば，生徒Ａがフラッシュバックなどの二

次被害を訴えることはなかった可能性もある。  

この点，京都府内の■■■■学校においては，スクールカウンセラ

ーが配置されているものの，■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■がほとんどで，学校とスクールカウンセラーとの連携

が十分になされているとはいい難い状況にある。 

スクールカウンセラーとの連携を強化するためには，①定期的な訪

問の頻度を上げるとともに，②具体的な案件が発生している際には，

頻繁にスクールカウンセラーとの面談ができるようにすること，③面

談に限らず，電話その他の方法により適時に相談が受けられるよう，

制度を確立することが必要である。  

加えて，■■■■学校において「いじめ」問題が発生した場合，■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■例えば，スーパーバ

イザーとして当該事案の解決にあたって臨床心理士や公認心理師資

格等を有する外部専門家の協力を随時に得られる制度を整備確立し

ていくことも必要であろう。  

そしてまた，このような制度を確立することのみならず，確立した

制度が積極的に利用されるためには，「いじめ」問題の対応にあたっ

ては，組織内部の関係者のみで対応を検討するのではなく，外部専門

家の助言を積極的に受けることが重要であるという点についての教

諭の理解を深めることが必要である。  

(ｲ) スクールロイヤーの活用  

スクールカウンセラーの活用のみならず，スクールロイヤーの活用

も重要である。もし仮に，本件学校が校内いじめ対策委員会を開催す

るにあたって，専門的知識を有する弁護士が関与していれば，本件学

校において事実関係及び「いじめ」の有無についての調査を実施すべ

きと助言をしていた可能性は高いと考えられる。 

現在，京都府内においては，舞鶴市及び長岡京市においてスクール
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ロイヤーが配置されているのみであり，当該制度が積極的に活用され

ているとはいい難い状況にある。  

学校と司法が連携し，「いじめ」問題に迅速かつ適切に対処するに

は，現場の教諭が抵抗なくいつでも弁護士にアクセスできるという状

況が作られることが理想であるため，まずは各自治体へスクールロイ

ヤー制度の周知を図り，その制度の導入と現場の教諭による積極的な

活用を促すことが肝要で，これを行ったうえで，現場の学校及び教員

としても，「いじめ」問題が生じた際には，ためらいなくスクールロ

イヤーに相談するという意識を持つことが必要である。 

 

２ 京都府教育委員会の対応についての評価と提言 

⑴ 京都府教育委員会の対応についての評価 

ア 本件学校の対応状況を具体的に確認していなかったこと  

上記１において指摘したとおり，本件学校が校内いじめ対策委員会を

開催したものの，警察に対して被害届が提出されていることを理由とし

て，本件学校自ら事実関係の調査を実施して事案解明を行おうとしなか

ったことは，不適切な対応であったといわざるを得ない。  

そして，京都府教育委員会■■■■■■■（■名の職員で構成されて

おり，主として担当をしていたのはうち■名で構成される同課■■■■

係と推察される。）は，本件発生の３日後，本件学校が「組織的に対応

を協議」していることを確認し，その後校内いじめ対策委員会を開催し

たことについても報告を受けていたが，その内容までは確認しておらず，

さらに本件学校が具体的にどのような方針で対応を行っているのか，ど

のような調査を具体的に実施しているのかについての確認をした様子も

窺えない。 

このため，京都府教育委員会においても，本件学校が上記のような不

適切な対応を行っていることを把握せず，本件学校に対して適切な助言

を行うこともできなかったことを厳しく指摘しなければならない。 
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イ 速やかに第三者委員会を設置しなかったこと  

さらに，京都府教育委員会■■■■■■課（ここでも主として担当を

していたのは同課■■■■係と推察される。）においては，遅くとも平

成３０年２月頃には，生徒Ａ保護者からいじめ重大事態の調査を求める

旨の意向が示されていたにもかかわらず，「第三者による調査を検討し

ます」，「時間がかかります」といった返答を生徒Ａ保護者にするにと

どまっており，結局，本件事案について京都府いじめ防止対策推進委員

会に報告がなされたのは，令和元年５月になってからであり，生徒Ａ保

護者がいじめ重大事態として調査を求める旨の意向を表明してから，少

なくとも約１年３か月が経過していたというのが，本件事案の事実経過

であった。 

この点，京都府教育委員会■■■■■■課作成の資料には，平成３１

年１月「当課として何か動かないといけないと考え」，「具体的に調査

してほしい内容を書面で出してほしいと進め方を変更した」と記載され

ており，確かに，「いじめ」問題の調査にあたり，被害生徒側の要望事

項が明確に示されることは重要ではあるものの，この点が具体的に明ら

かにならないと教育委員会として調査の主体を決定することができない

ということはなく，ましてや一定の書式により書面が提出される必要が

あるということを，法は求めていない。 

被害生徒側から，いじめの重大事態であるとの指摘が出たのであれば，

学校内組織における事態把握と事実確認にかかる報告を求め，速やかに

調査の主体（京都府いじめ防止対策推進委員会か，学校内組織か）を決

定しなければならない。 

したがって，京都府教育委員会の上記対応も不適切であるといわざる

を得ない。 

⑵ 京都府教育委員会への提言 

ア 手順の明確化とルール化 

京都府教育委員会が上記のような対応を行った背景には，①「いじめ」

問題が発生した場合の各関係機関の役割や連携に関する手順に関して明
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確なルールが定められていないこと，②事案対応が担当者のみにより行

われ，上席者による適切な指導監督など，組織的な対応がなされていな

いことが指摘できる。 

被害生徒やその保護者が，学校を超えて教育委員会に「いじめ」問題

が発生した旨を直接連絡することは，今後も十分に起こりうるのであっ

て，かかる場合に，いかなる手順で調査が行われるのか，各関係機関は

どのような役割を果たすのかを明確に定め，被害生徒とその保護者にそ

の理解を求めないと，今後も同様の事態が発生することが懸念されると

ころである。 

また，「いじめ」問題については，特に当事者同士の感情の対立が激

しいことが多く，担当者のみの判断によるのではなく，他の職員や上席

者による指導や助言を受けながら組織的に対応することが好ましく，本

件を契機に，組織全体における情報共有，定期的なフィードバックの方

法などについての具体的なルールを確認しておくことが望まれるところ

である。 

イ 記録の作成と保存 

また，京都府教育委員会■■■■■■課から提出を受けた資料等を検

討する限り，同課において本件に関する対応状況をその都度記録し，保

管していた様子は窺えない。対応状況を記録し，保管することは，事後

的な検証に資することはもちろん，担当者自身が統一した方針を持って

継続的に対応すること，上席者などによるチェック，指導助言に繋がる

ことから，重要である。  

上記において指摘した，組織全体における情報共有や定期的なフィー

ドバックの前提として，どのような記録を作成して，保管するのかとい

う点についても確認をしておくことが望まれる。  

ウ スクールカウンセラーとスクールロイヤーの整備及び周知 

京都府教育委員会だけの問題にはとどまらないが，「いじめ」問題に

適切に対応するためには，行政組織としても，スクールカウンセラーと

スクールロイヤーの配置を促進し，これらの適切な利用を各学校に周知
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していく必要がある。 

スクールロイヤーに関しては，京都府教育委員会においても，令和２

年度から京都府学校問題対策チームが設置され，原則として府立学校向

けではあるものの，教育庁内において担当の弁護士が週１回勤務してい

る。 

しかしながら，京都府の規模と学校数を勘案した場合，週１回の教育

庁内での勤務だけで果たして十分な効果を発揮し得るのかという点につ

いては疑問が残るところであり，たとえば，スクールロイヤーが学校現

場に適時に巡回して教職員向けの研修を行ったり，研修に際してグルー

プワークに参加したりすることで，その存在と活用の意義や方法を直接

学校現場に伝えていくなど，今後の積極的な活用方策を工夫していくこ

とが望まれる。  

以上 


